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一
般
会
計
等
に
お
い
て
歳
入
が
歳
出
に

不
足
す
る
場
合
に
、
こ
の
不
足
額（
赤
字

額
）の
標
準
財
政
規
模（
※
）に
対
す
る
比

率
で
あ
り
、
財
政
運
営
の
悪
化
の
度
合
い

を
示
す
も
の
。

　

公
営
企
業
会
計
を
含
む
全
会
計
の
歳
入

不
足
額（
赤
字
額
）の
標
準
財
政
規
模
に

対
す
る
比
率
で
あ
り
、
市
全
体
の
財
政
運

営
の
悪
化
の
度
合
い
を
示
す
も
の
。

　

一
般
会
計
等
の
公
債
費
等（
借
入
金
の

返
済
等
）の
標
準
財
政
規
模
に
対
す
る
比

率（
過
去
３
カ
年
の
平
均
）で
あ
り
、
公

債
費
へ
の
財
政
負
担
と
資
金
繰
り
の
程
度

を
示
す
も
の
。

　

一
般
会
計
等
が
将
来
負
担
す
べ
き
実
質

的
な
負
債（
借
金
の
残
高
等
）の
標
準
財

政
規
模
に
対
す
る
比
率
で
あ
り
、
将
来
財

政
を
圧
迫
す
る
可
能
性
の
度
合
い
を
示
す

も
の
。

　

上
水
道
事
業
な
ど
の
公
営
企
業
会
計
に

お
い
て
資
金
不
足
の
場
合
に
、
こ
の
不
足

額
の
当
該
事
業
の
規
模
に
対
す
る
比
率
で

あ
り
、
経
営
状
態
の
悪
化
の
度
合
い
を
示

す
も
の
。

　

地
方
公
共
団
体
に
は
議
会
費
、
総
務
費
、

民
生
費
、
土
木
費
、
教
育
費
な
ど
の
基
本

的
経
費
が
計
上
さ
れ
る
「
一
般
会
計
」と
、

国
民
健
康
保
険
事
業
や
上
水
道
事
業
、
下

水
道
事
業
な
ど
の
特
定
の
事
業
を
行
う
場

合
の
「
特
別
会
計
」が
あ
り
ま
す
。
健
全

化
判
断
比
率
の
算
出
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て

の
会
計
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
那
須
地
区
広
域
行
政
事
務
組

合
、
大
田
原
地
区
広
域
消
防
組
合
、
栃
木

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
な
ど
、
市

が
負
担
金
や
補
助
金
を
支
出
し
た
団
体
等

も
比
率
算
出
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

実
質
赤
字
比
率
、
連
結
実
質
赤
字
比
率

お
よ
び
資
金
不
足
比
率
に
つ
い
て
は
、
歳

出
に
対
し
て
歳
入
が
不
足
す
る
会
計
が
な

か
っ
た
た
め
算
定
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

実
質
公
債
費
比
率
と
将
来
負
担
比
率
に

つ
い
て
は
、
大
規
模
な
建
設
事
業
の
た
め

に
借
入
れ
た
借
入
金
の
返
済
が
増
加
し
た

た
め
、
両
比
率
と
も
昨
年
度
と
の
比
較
で

は
上
昇
し
た
も
の
の
、
引
き
続
き
基
準
値

を
大
き
く
下
回
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

※「
標
準
財
政
規
模
」

　

地
方
公
共
団
体
の
一
般
財
源（
市

　

税
、
普
通
交
付
税
、
譲
与
税
等
）の

　

標
準
的
な
大
き
さ
を
示
す
指
標
。

　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
収
入
で
い
え
ば
、

　
「
所
定
内
給
与
」に
あ
た
る
も
の
。

　

平
成
21
年
４
月
に
「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
」が
全
面

施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
法
律
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
が
健
全
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
指

数
と
し
て
の
「
健
全
化
判
断
比
率
等
」を
算
出
し
、
監
査
委
員
の
審
査
を
経
て
議
会

へ
の
報
告
や
住
民
に
公
表
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
比
率
が
地
方
公
共
団
体
ご
と
の
財
政
規
模
か
ら
算
出
す
る
基
準
値
を
超
え

た
場
合
は
、
財
政
状
況
が
健
全
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
に
は
早

急
に
改
善
策
を
講
じ
て
、
財
政
が
破
た
ん
す
る
前
に
健
全
化
を
図
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

今
回
は
平
成
21
年
度
決
算
に
基
づ
い
て
算
定
し
た
健
全
化
判
断
比
率
等
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

平
成
21
年
度
決
算
に
基
づ
く

平
成
21
年
度
決
算
に
基
づ
く

本
市
財
政
の
「
健
全
化
判
断
比
率
」
を
公
表

本
市
財
政
の
「
健
全
化
判
断
比
率
」
を
公
表

■ 

算
出
・
公
表
す
る
比
率

■ 

対
象
と
な
る
会
計

① 

実
質
赤
字
比
率

② 

連
結
実
質
赤
字
比
率

③ 

実
質
公
債
費
比
率

④ 

将
来
負
担
比
率

⑤ 

資
金
不
足
比
率

■ 

平
成
21
年
度
の
結
果

②
連結実質赤字比率

―

―

17.58％

40.00％

早期健全化基準

財政再生基準

経営健全化基準

平成21年度

平成20年度

①
実質赤字比率

―

―

12.58％

20.00％

③
実質公債費比率

13.2％

13.1％

25.0％

35.0％

④
将来負担比率

110.3％

108.2％

350.0％

⑤
資金不足比率

―

―

20.0％

※実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率は赤字や資金不足ではないため「－」で表示しています。

大田原市

区　分

【 平成21年度決算に基づく健全化判断比率と資金不足比率 】
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健
全
化
判
断
比
率
か
ら
判
断
さ
れ
る
本

市
の
平
成
21
年
度
末
の
財
政
状
況
は
、
こ

の
法
律
の
定
め
る
「
早
期
健
全
化
基
準
」

を
下
回
り
、
健
全
段
階
で
あ
り
ま
し
た
。

　

平
成
22
年
度
の
当
初
予
算
で
は
、
景
気

低
迷
に
よ
る
市
税
等
の
落
ち
込
み
か
ら
歳

入
予
算
の
減
少
を
見
込
ん
で
お
り
、
ま
た
、

大
型
事
業
の
完
了
に
よ
り
歳
出
予
算
に
つ

い
て
も
減
少
を
見
込
ん
で
お
り
ま
す
。

　

黒
羽（
統
合
）中
学
校
整
備
や
ゆ
づ
か

み
保
育
園
整
備
な
ど
の
大
型
事
業
の
完
了

に
伴
い
、
国
や
金
融
機
関
な
ど
か
ら
の
借

入
金
で
あ
る
地
方
債
の
発
行
額
も
減
少
す

る
予
定
で
あ
り
、
市
の
貯
金
で
あ
る
基
金

の
積
み
増
し
も
図
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後

は
比
率
の
下
降
、
つ
ま
り
財
政
状
況
が
健

全
化
し
て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
長
引
く
不
景
気
を
背

景
に
生
活
保
護
費
は
増
加
し
、
医
療
扶
助

費
も
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

今
年
度
以
降
も
大
田
原
赤
十
字
病
院
建
設

費
補
助
事
業
や
学
校
施
設
耐
震
化
事
業
な

ど
の
大
型
事
業
を
推
進
し
て
い
く
予
定
で

あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
も
現
在
の
状
況
を

維
持
し
つ
つ
も
、
一
層
の
財
政
健
全
化
に

取
り
組
み
、
よ
り
健
全
な
財
政
運
営
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

財
政
課
財
政
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
９
７

　

ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
放
送
は
、
２
０
１
１

年（
平
成
23
年
）７
月
24
日
ま
で
に
す
べ

て
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
移
行
し
ま
す
。
ア
ナ

ロ
グ
テ
レ
ビ
を
お
使
い
の
方
は
、
そ
れ
以

降
そ
の
ま
ま
で
は
テ
レ
ビ
放
送（
デ
ジ
タ

ル
放
送
）を
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り

ま
す
。

　

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
移
行
へ
の
対
応
と

し
て
、
総
務
省
テ
レ
ビ
受
信
者
支
援
セ
ン

タ
ー（
デ
ジ
サ
ポ
栃
木
）が
左
記
の
日
程

で
説
明
会
・
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

申
し
込
み
や
予
約
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
日
時
お
よ
び
場
所　

・
午
前
の
部　

午
前
10
時
30
分
〜
正
午

・
午
後
の
部　

午
後
１
時
か
ら
３
時

　
　
（
正
午
〜
午
後
１
時
は
休
憩
）

※
午
前
の
部
・
午
後
の
部
と
も
最
初
に（
約

　

20
分
間
）地
デ
ジ
化
の
目
的
や
メ
リ
ッ

　

ト
、
受
信
方
法
な
ど
に
関
す
る
説
明
会

　

を
実
施
し
、
そ
の
後
個
別
の
ご
相
談
を

　

承
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

総
務
省
テ
レ
ビ
受
信
者
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
デ
ジ
サ
ポ
栃
木
）

　
　
　

 

０
２
８（
３
３
３
）３
３
３
１

　

企
画
政
策
課
情
報
管
理
係

　
　
　
（
２
３
）８
９
５
９

　

子
育
て
チ
ケ
ッ
ト
の
取
扱
店
は
、
新
た

に
次
の
２
店
舗
が
追
加
と
な
り
、
10
月
５

日
現
在
で
５
４
５
店
舗
と
な
り
ま
し
た
。

●
新
た
な
取
扱
店

【
大
田
原
地
区
】

　

あ
が
り
一
丁（
浅
香
５
）

【
黒
羽
地
区
】

　

阿
久
津
農
園（
余
瀬
）

●
ご
使
用
上
の
注
意

・
子
育
て
チ
ケ
ッ
ト
は
、
公
共
料
金
の
支

　

払
い
に
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

ご
理
解
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

・
旧
金
券
（
５
０
０
円
券
）
は
、
使
用
期

　

限
を
発
行
日
か
ら
１
年
以
内
と
し
て
い

　

ま
し
た
。
暫
定
措
置
と
し
て
、
そ
の
使

　

用
と
換
金
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま

　

す
の
で
、
引
き
続
き
ご
利
用
い
た
だ
け

　

ま
す
。

●
子
育
て
チ
ケ
ッ
ト
取
扱
店
募
集

　

登
録
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
ご
加
盟
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

商
工
観
光
課
商
業
振
興
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
０
９

10月 25日（月）

10月27日（水）
　
10月28日（木）

10月29日（金）

10月30日（土）

11月 １ 日（月）

佐久山地区公民館
両郷地区コミュニティ
センター（両郷出張所）
須賀川地区公民館
（須賀川出張所）
金田北地区公民館
黒羽・川西地区公民館
（黒羽支所２階）
湯津上支所

日　程 場　　所

子
育
て
チ
ケ
ッ
ト
を
利
用
し
て

子
育
て
支
援
に
ご
協
力
を

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
説
明
会

・
相
談
会
開
催

■ 

今
後
の
財
政
運
営

① 指標の公表
② 健全化の維持

① 財政健全化計画の策定（議会の議決、公
　 表、策定にあたり外部監査を受ける）
② 上記計画の実施状況を議会へ報告、公表
③ 早期健全化が著しく困難と認められる場
　 合は、国、県からの勧告がある

① 財政再生計画の策定（議会の議決、公表、
　 策定にあたり外部監査を受ける）
② 公共事業の財源としての地方債（借入金）
　 を起こすことが制限されることがある
③ 当該計画を推進するための特別な地方債
　 を起こすことが可能となる
④ 財政運営が当該計画と適合しない場合は、
　 国、県からの勧告がある

早期健全化段階

健　全　段　階

財政再生段階

判断区分と取り組み内容判断区分と取り組み内容
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